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新旧対照表 

○沖縄県浄化槽取扱要綱 

改 正 案 現 行 

沖縄県浄化槽取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、浄化槽法（昭和 58 年法律第 43号。以下「法」とい

う。）、建築基準法（昭和 25年法律第 201 号）及び沖縄県浄化槽保守

点検業者の登録に関する条例（昭和 62年沖縄県条例第 14 号。以下「条

例」という。）に定めるほか、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し

必要な事項を定めることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点か

ら浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及

び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

 

（用語の定義） 
第２条 この要綱において、用語の意義は、法、建築基準法及び条例に定める 

ところによる。 
 

（設置等の届出） 

第３条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする場合の届出等は、それぞれ次

によるものとする。 

⑴  法に基づく場合 

ア 法第 5条第 1項の規定に基づく浄化槽の設置届出及び変更の届出

は、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置

計画に関する省令（昭和 60 年 9 月 27 日厚生省・建設省令第１号）で

定める様式によるものとする。 

沖縄県浄化槽取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、浄化槽法（昭和 58 年法律第 43号。以下「法」とい

う。）、建築基準法（昭和 25年法律第 201 号）及び沖縄県浄化槽保守

点検業者の登録に関する条例（昭和 62年沖縄県条例第 14 号。以下「条

例」という。）に定めるほか、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し

必要な事項を定めることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点か

ら浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及

び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

 

（用語の定義） 
第２条 この要綱において、用語の意義は、法、建築基準法及び条例に定める 

ところによる。 
 

（設置等の届出） 

第３条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする場合の届出等は、それぞれ次

によるものとする。 

⑴  法に基づく場合 

ア 法第５条第１項の規定に基づく浄化槽の設置届出及び変更の届出  

は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省

令（昭和 60 年９月 27 日厚生省・建設省令第１号）で定める様式によ

るものとする。 
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イ 浄化槽設置（変更）届出書は、浄化槽の設置場所を管轄する保健所

長に３部提出するものとする。この場合において、保健所長は受理

後、浄化槽設置（変更）届出書に受理印を押印し、その１部を設置 

者に返却するとともに、１部を当該設置場所を管轄する特定行政庁

（建築主事を置く市町村にあっては、当該市町村長。以下同じ。） 

に遅滞なく送付するものとする。 

⑵  建築基準法に基づく場合 

ア 建築基準法第６条第１項（同法第 87 条第１項において準用する場

合を含む。）の規定による確認の申請、同法第６条の２第１項（第

87 条第１項において準用する場合を含む。）の規定による確認の申

請又は、同法第 18条第２項（同法第 87条第１項において準用する

場合を含む。）の規定に基づく計画通知をする場合は、建築確認申

請書又は計画通知書に浄化槽設置（変更）計画書（様式第１号）を

３部添付するものとする。この場合において、建築主事又は指定確

認検査機関は、建築基準法第 93 条第５項の規定に基づく保健所長へ

の通知（様式第２号）にその１部を添付するものとする。 

イ 保健所長は、アの規定により建築主事又は指定確認検査機関から通

知のあった浄化槽設置（変更）計画について、その保守点検及び清

掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があ

ると認める場合は、建築主事又は指定確認検査機関に遅滞なく意見

書を送付するものとする。 

ウ 建築基準法に基づき、建築確認を受けた後、建築工事完了までの期

間中に浄化槽を設置又は変更しようとする者は、浄化槽設置（変

更）計画書 3部を建築主事又は指定確認検査機関に提出するものと

する。この場合の事務取扱いは、ア及びイの規定を準用する。 

エ  対象となる浄化槽が公共浄化槽であり、市町村が第３条の２で定め

る設置計画の協議を完了している場合は、建築確認申請書に協議を

イ 浄化槽設置（変更）届出書は、浄化槽の設置場所を管轄する保健所

長に３部提出するものとする。この場合において、保健所長は受理

後、浄化槽設置（変更）届出書に受理印を押印し、その１部を設置 

者に返却するとともに、１部を当該設置場所を管轄する特定行政庁

（建築主事を置く市町村にあっては、当該市町村長。以下同じ。） 

に遅滞なく送付するものとする。 

⑵  建築基準法に基づく場合 

ア 建築基準法第６条第１項（同法第 87 条第１項において準用する場

合を含む。）の規定による確認の申請、同法第６条の２第１項（第 

87 条第１項において準用する場合を含む。）の規定による確認の申

請又は、同法第 18条第２項（同法第 87条第１項において準用する

場合を含む。）の規定に基づく計画通知をする場合は、建築確認申

請書又は計画通知書に浄化槽設置（変更）計画書（様式第１号）を

３部添付するものとする。この場合において、建築主事又は指定確

認検査機関は、建築基準法第 93 条第５項の規定に基づく保健所長

への通知（様式第２号）にその１部を添付するものとする。 

イ 保健所長は、前号の規定により建築主事又は指定確認検査機関から

通知のあった浄化槽設置（変更）計画について、保守点検及び清掃

その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要がある

と認める場合は、建築主事又は指定確認検査機関に遅滞なく意見書

を送付するものとする。 

ウ 建築基準法に基づき、建築確認を受けた後、建築工事完了までの期

間中に浄化槽を設置又は変更しようとする者は、浄化槽設置（変

更）計画書３部を建築主事又は指定確認検査機関に提出するものと

する。この場合の事務取扱いは、前各号の規定を準用する。 

（新設） 
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反映した書類並びに保健所長及び特定行政庁から交付された同意書

を添付するものとする。（なお、この場合において、ア及びウで規

定する浄化槽設置（変更）計画書の添付は不要とし、建築基準法第

93 条第 5項の規定に基づく保健所長への通知のみ行うものとす

る。） 

 

⑶ 添付書類 

浄化槽設置（変更）届出書及び浄化槽設置（変更）計画書には、次の

書類及び図面を添付するものとする。なお、浄化槽の構造図及び仕様書

並びに処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図を添付するも

のとし、その他の変更の場合は、変更部分に係る書類及び図面のみの添

付でよいものとする。 

ア 配置図 

イ 建築物各階平面図 

ウ 屋内外給排水配管図 

エ 浄化槽設計計算書 

オ 浄化槽構造図 

カ 浄化槽仕様書 

キ 浄化槽処理工程図 

ク 処理対象人員算定書（必要に応じて） 

ケ 浄化槽法第７条検査依頼書（指定検査機関に検査手数料を支払済

であることを証したもの） 

コ 県が指定する講習会の受講済証又は、受講猶予届出書、受講免除

届出書 

サ 浄化槽等の維持管理に関する誓約書（様式第８号） 

シ その他必要と認められる書類 

ただし、法第 13 条第１項又は第２項の規定に基づき型式の認定を

 

 

 

 

 

 

⑶ 添付書類 

浄化槽設置（変更）届出書及び浄化槽設置（変更）計画書には、次の

書類及び図面を添付するものとする。なお、浄化槽の構造図及び仕様書

並びに処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図を添付するも

のとし、その他の変更の場合は、変更部分に係る書類及び図面のみの添

付でよいものとする。 

ア 配置図 

イ 建築物各階平面図 

ウ 屋内外給排水配管図 

エ 浄化槽設計計算書 

オ 浄化槽構造図 

カ 浄化槽仕様書 

キ 浄化槽処理工程図 

ク 処理対象人員算定書（必要に応じて） 

ケ 浄化槽法第７条検査依頼書（指定検査機関に検査手数料を支払済

であることを証したもの） 

コ 県が指定する講習会の受講済証又は、受講猶予届出書、受講免除

届出書 

サ 浄化槽等の維持管理に関する誓約書（様式第８号） 

シ その他必要と認められる書類 

ただし、法第 13 条第１項又は第２項の規定に基づき型式の認定を
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受けた浄化槽にあっては、認定書（   法第 16条による更新を受

けたものはその認定の写し）、建築基準法第 68条の 10第１項の規

定に基づく型式適合認定書及び別添仕様書及び図面の写しを添付す

ることにより、エからキまでの書類等を省くことができる。 

また、コの添付が困難な場合は保健所長と協議するものとする。 

 
（公共浄化槽の設置計画の協議に係る事務取扱い） 

第３条の２ 法第 12 条の５第４項（同条第５項において準用する場合を

含む。）の規定による公共浄化槽の設置計画の協議に係る事務の取

扱いについては、次の各号の手続きにより行うものとする。 

⑴ 法第 12 条の５第４項（同条第５項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく協議は、協議申出書（様式第 1-2 号）（以下

「協議書」という。）及び公共浄化槽設置（変更）計画（様式第 1-

3 号）によるものとし、保健所長及び特定行政庁に提出するものと

する。 

⑵ 協議書に添付する書類については、第３条第１項第３号を準用す

る（イ、ウ及びコについては市町村が設置者となるため不要とす

る。ただし、イ及びウについて協議の円滑化のために必要な情報と

して保健所長又は特定行政庁からの求めがある場合は提出するこ

と）。なお、ケについては、保健所長との協議書に「保健所用」及

び「浄化槽検査機関用」を、特定行政庁との協議書に「建築確認検

査機関用」を添付するものとする。また、市町村が建築物の汚水を

浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設を設置す

る場合においては、当該浄化槽ごとに、当該施設の概要を添付する

こと。 

  ⑶ 保健所長及び特定行政庁は、第１号で規定する協議書の内容が相当

であると認められる場合は、公共浄化槽を設置しようとする市町村

受けた浄化槽にあっては、認定書（浄化槽法第 16条による更新を受

けたものはその認定の写し）、建築基準法第 68条の 10第１項の規

定に基づく型式適合認定書及び別添仕様書及び図面の写しを添付す

ることにより、エからキまでの書類等を省くことができる。 

また、コの添付が困難な場合は保健所長と協議するものとする。 

 
（新設） 
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に対して、同意書（様式第 1-4 号）を交付するものとする。なお、具

体的な審査については法第５条第２項及び第３項に準じて行い、両

者の同意をもって協議が完了したものとする。 

 
（浄化槽設置届出等の取り下げ） 

第４条 浄化槽設置届出書を提出後に浄化槽の設置を中止した者は、速やかに

浄化槽設置届出取り下げ書（様式第 3号）を保健所長に 3部提出するも

のとする。この場合において、保健所長は、受理後、1部を届出者に返

却し、1部を当該設置場所を管轄する特定行政庁          

                   に遅滞なく送付（様式第４

号）するものとする。 

２ 建築主事又は指定確認検査機関は、浄化槽設置計画書を保健所に送付

後、その設置計画に変更があり、当該浄化槽の設置が中止された場合は

その旨を保健所長に通知（様式第５号）するものとする。 

 

（削る。） 

 

３ 公共浄化槽について、協議書を提出後に浄化槽の設置を中止した場合

は、速やかに公共浄化槽設置計画取り下げ書（様式第 3-2 号）を保健所

長及び特定行政庁に提出するものとする。 

 

（設置基準） 
第５条 浄化槽を設置しようとする者は、次の基準を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽の処理対象人員算定については、「建築物の用途別による屎尿

浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）」に準拠するこ

と。 

⑵  浄化槽は、原則として屋外に設置すること。 

 
 
 
 
（浄化槽設置届出等の取り下げ） 

第４条 浄化槽設置届出書を提出後に浄化槽の設置を中止した者は、速やかに

浄化槽設置届出取り下げ書（様式第３号）を保健所長に３部提出するも

のとする。この場合において、保健所長は、受理後、１部を届出者に返

却し、１部を当該設置場所を管轄する特定行政庁（建築主事を置く市町

村にあっては、当該市町村長。以下同じ。）に遅滞なく送付（様式第４

号）するものとする。 

２ 建築主事又は指定確認検査機関は、浄化槽設置計画書を保健所に送付

後、その設置計画に変更があり、当該浄化槽の設置が中止された場合は

その旨を保健所長に通知（様式第５号）するものとする。 

３ 保健所長は、浄化槽設置届出取り下げ書を受理した場合及び前項の通

知があった場合、浄化槽設置台帳から当該届出を削除するものとする。 

 

（新設） 

 

 

   

（設置基準） 
第５条 浄化槽を設置しようとする者は、次の基準を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽の処理対象人員算定については、「建築物の用途別による屎尿

浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）」に準拠するこ

と。 

⑵  浄化槽は、原則として屋外に設置すること。 
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⑶ 浄化槽は、生活環境の保全及び維持管理上支障のない場所に設置する

こと。 

 

 （建物の用途変更等） 

第５条の２ 建築物の増築及び用途変更等により、既設の浄化槽の処理能力を

超過する恐れがある場合は、新たな処理対象人員に応じた浄化槽の設置又は

改造を行うよう努めなければならない。 

 

（放流先） 
第５条の３ 浄化槽から放流する処理された水（以下、「放流水」という。）の放

流先は、放流水が停滞することなく流れる構造とし、生活環境の保全及び公

衆衛生上支障のない場所とする。ただし、適当な放流先がない場合で、別紙

〈公共用水域以外への放流方法〉の「蒸発散方式」を行うときは、この限りで

はない。 
２ 放流水の地下浸透放流は、地下水の汚染につながり、生活環境の保全及

び公衆衛生上の支障を生じるおそれがあることから、原則として禁止とす

る。ただし、地下浸透放流以外の放流方法が全くない場合で、別紙〈公共用

水域以外への放流方法〉の「地下浸透放流」を行うときは、この限りではな

い。 
３ 前２項のただし書きにより放流水を放流する場合は、第３条第１項第３

号に規定する添付書類に、次に掲げる書類も追加すること。 
⑴ 浄化槽放流水地下浸透等確認票（様式第６号） 
⑵ 蒸発散施設又は地下浸透装置の設置位置図 
⑶ 蒸発散施設又は地下浸透装置の規模、構造及び浸透能力を示した資料 
⑷ 放流地点における土壌浸透能力を示す資料（地下浸透放流の場合のみ）

⑸ 飲用井戸等確認報告書及び必要に応じ講じる措置を示した資料（様式

７号） 

⑶ 浄化槽は、生活環境の保全及び維持管理上支障のない場所に設置する

こと。 

 

 （建物の用途変更等） 

第５条の２ 建築物の増築及び用途変更等により、既設の浄化槽の処理能力を

超過する恐れがある場合は、新たな処理対象人員に応じた浄化槽の設置又は

改造を行うよう努めなければならない。 

 

（放流先） 
第５条の３ 浄化槽から放流する処理された水（以下、「放流水」という。）の放

流先は、放流水が停滞することなく流れる構造とし、生活環境の保全及び公 
衆衛生上支障のない場所とする。ただし、適当な放流先がない場合で、別紙 
〈公共用水域以外への放流方法〉の「蒸発散方式」を行うときは、この限りで

はない。 

２ 放流水の地下浸透放流は、地下水の汚染につながり、生活環境の保全及 
び公衆衛生上の支障を生じるおそれがあることから、原則として禁止とす

る。ただし、地下浸透放流以外の放流方法が全くない場合で、別紙〈公共用

水域以外への放流方法〉の「地下浸透放流」を行うときは、この限りではな

い。 
３ 前２項のただし書きにより放流水を放流する場合は、第３条第１項第３

号に規定する添付書類に、次に掲げる書類も追加すること。 
⑴ 浄化槽放流水地下浸透等確認票（様式第６号） 
⑵ 蒸発散施設又は地下浸透装置の設置位置図 
⑶ 蒸発散施設又は地下浸透装置の規模、構造及び浸透能力を示した資料 
⑷ 放流地点における土壌浸透能力を示す資料（地下浸透放流の場合のみ）

⑸ 飲用井戸等確認報告書及び必要に応じ講じる措置を示した資料（様式

７号） 
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⑹ 浄化槽法第 11 条検査依頼書 
 
（維持管理の監視・指導） 
第５条の４ 保健所長は、放流水の地下浸透放流を行う浄化槽について、適切

な維持管理が行われていることの把握及び指導に努めるものとする。 
 
（浄化槽の構造） 
第６条 浄化槽の構造は、次の各号に適合するようにしなければならない。 

⑴ 浄化槽の構造は、「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定め

る件（昭和 55年建設省告示第 1292 号）」によるほか、「浄化槽の構造

基準・同解説」（（財）日本建築センター発行）に準拠すること。 

⑵ 工場生産浄化槽の基礎は、厚さ 10 ㎝以上の砂利敷きの上に厚さ 10 ㎝

以上のコンクリートを打設したもの又はこれと同等以上の効力があるこ

と。 
⑶ 工場生産浄化槽の上部は、外部の荷重に十分耐えられる構造で、原則

として厚さ 10 ㎝以上のコンクリート造スラブで保護されたものである

こと。 
⑷ 屋外に設置する浄化槽の上面スラブ上端は、原則として地盤面から３

㎝以上高くし、雨水等の流入防止策を講ぜられたものであること。 
⑸ 浄化槽の上部に上屋を設ける場合は、維持管理上支障のない空間を確

保し、衛生上支障のない換気設備及び照明設備を設けること。 
⑹ 浄化槽の近くには、その維持管理に必要な給水設備を設けること。 
⑺ 浄化槽の設置場所は、区画、柵、堀等を設け、危険防止の措置を講じ 

ること。ただし、マンホールのふたが容易に開放することができない

構造であり、かつ危険を生じるおそれがない場合は、この限りではな

い。 
 

⑹ 浄化槽法第 11 条検査依頼書 
 
（維持管理の監視・指導） 
第５条の４ 保健所長は、放流水の地下浸透放流を行う浄化槽について、適切な

維持管理が行われていることの把握及び指導に努めるものとする。 
 
（浄化槽の構造） 
第６条 浄化槽の構造は、次の各号に適合するようにしなければならない。 

⑴ 浄化槽の構造は、「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定め

る件（昭和 55年建設省告示第 1292 号）」によるほか、「浄化槽の構造

基準・同解説」（（財）日本建築センター発行）に準拠すること。 

⑵ 工場生産浄化槽の基礎は、厚さ 10 ㎝以上の砂利敷きの上に厚さ 10 ㎝

以上のコンクリートを打設したもの又はこれと同等以上の効力があるこ

と。 
⑶ 工場生産浄化槽の上部は、外部の荷重に十分耐えられる構造で、原則と

して厚さ 10 ㎝以上のコンクリート造スラブで保護されたものであるこ

と。 
⑷ 屋外に設置する浄化槽の上面スラブ上端は、原則として地盤面から３

㎝以上高くし、雨水等の流入防止策を講ぜられたものであること。 
⑸ 浄化槽の上部に上屋を設ける場合は、維持管理上支障のない空間を確

保し、衛生上支障のない換気設備及び照明設備を設けること。 
⑹ 浄化槽の近くには、その維持管理に必要な給水設備を設けること。 
⑺ 浄化槽の設置場所は、区画、柵、堀等を設け、危険防止の措置を講じ 

ること。ただし、マンホールのふたが容易に開放することができない 
構造であり、かつ危険を生じるおそれがない場合は、この限りではな

い。 
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(建築物の用途による制限） 

第７条 建築物が飲食店、寮及び学校その他の集団給食施設等の油脂排出量が

極めて多い用途に供される場合は、厨房排水の出口に油脂分離装置を設

置すること。 

２ 粗大夾雑物が流出するおそれのある建築物の排出口には、荒目スクリ

ーンと、スクリーンかす溜め槽を設けること。 

 

（変更命令等） 
第８条 浄化槽設置（変更）計画等の変更命令等の手続は、次によるものとす

る。 

⑴ 保健所長は、法第５条第１項の浄化槽設置（変更）届出書を受理した

場合、法第５条第２項の規定に基づき、その保守点検及び清掃その他生

活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるとき

は、当該浄化槽設置者に対し浄化槽改善勧告（様式第９号）を行い、特

定行政庁にその旨通知するものとする。 

⑵ 特定行政庁は、法第５条第１項の浄化槽設置（変更）届出書を受理し

た場合、その構造について審査を行い、当該届出に係る浄化槽の設置又

は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命

令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、当該浄化槽設置者に対

し浄化槽変更（廃止）命令（様式第 10号）を行い、保健所長にその旨

通知するものとする。 

 

（使用開始の報告） 
第９条 法第 10 条の２第１項の規定に基づく浄化槽使用開始の報告は、浄化

槽使用開始報告書（様式第 11号）によるものとし、保健所長に１部提

出するものとする。 

２ 添付書類 

(建築物の用途による制限） 

第７条 建築物が飲食店、寮及び学校その他の集団給食施設等の油脂排出量が

極めて多い用途に供される場合は、厨房排水の出口に油脂分離装置を設

置すること。 

２ 粗大夾雑物が流出するおそれのある建築物の排出口には、荒目スクリ

ーンと、スクリーンかす溜め槽を設けること。 

 

（変更命令等） 
第８条 浄化槽設置（変更）計画等の変更命令等の手続は、次によるものとす

る。 

⑴ 保健所長は、法第５条第１項の浄化槽設置（変更）届出書を受理した

場合、法第５条第２項の規定に基づき、その保守点検及び清掃その他生

活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるとき

は、当該浄化槽設置者に対し浄化槽改善勧告（様式第９号）を行い、特

定行政庁にその旨通知するものとする。 

⑵ 特定行政庁は、法第５条第１項の浄化槽設置（変更）届出書を受理し

た場合、その構造について審査を行い、当該届出に係る浄化槽の設置又

は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命

令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、当該浄化槽設置者に対

し浄化槽変更（廃止）命令（様式第 10号）を行い、保健所長にその旨

通知するものとする。 

 

（使用開始の報告） 
第９条 法第 10 条の２第１項の規定に基づく浄化槽使用開始の報告は、浄化

槽使用開始報告書（様式第 11号）によるものとし、保健所長に１部提

出するものとする。 

２ 添付書類 
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浄化槽使用開始報告書には、次の書類を添付するものとする。 

⑴ 技術管理者の資格を証する書面（技術管理者を置かなければならない

場合のみ） 

⑵ 県が指定する講習会の受講済証（第３条の届出等の際に県の指定する

講習会の受講を猶予された者に限る） 

 
（指定検査機関への通知） 

第 10条 保健所長は、法定検査依頼書を受理後、法第 57 条第 1項の規定によ

り指定した機関（以下「指定検査機関」という。）に、１月以内に通

知するものとする。 

２ 保健所長は、浄化槽設置変更届出書、浄化槽変更計画書、浄化槽設

置届出取り下げ書、公共浄化槽設置計画取り下げ書、浄化槽設置中止

の通知、浄化槽使用開始報告書、浄化槽技術管理者変更報告書、浄化

槽管理者変更報告書、浄化槽廃止届出書、浄化槽休止届出書及び浄化

槽使用再開届出書を受理後、指定検査機関に、速やかに送付するもの

とする。 

 

（立入検査等） 

第 11条 保健所長は、その職員に法に基づく立入検査を行わせた場合、必要

に応じて立入検査指導票（様式第 12 号）を用いて改善事項を指示さ

せ、さらに勧告を行う場合は様式第 13-1 号、施設の改善を命ずる場

合は様式第 13-2 号を用いるものとする。 

 
（保守点検の記録） 

第 12条 環境省関係浄化槽法施行規則（昭和 59年厚生省令第 17号。以下

「規則」という。）第５条第２項の規定に基づく保守点検の記録は、

浄化槽保守点検票（様式第 14号、15 号）を基準とする。 

浄化槽使用開始報告書には、次の書類を添付するものとする。 

⑴ 技術管理者の資格を証する書面（技術管理者を置かなければならない

場合のみ） 

⑵ 県が指定する講習会の受講済証（第３条の届出等の際に県の指定する

講習会の受講を猶予された者に限る） 

 
（指定検査機関への通知） 

第 10条 保健所長は、法定検査依頼書を受理後、法第 57 条第１項の規定によ

り指定した機関（以下「指定検査機関」という。）に、３月以内に通

知するものとする。 

２ 保健所長は、浄化槽設置変更届出書、浄化槽変更計画書、浄化槽設

置届出取り下げ書、                      

                             浄化

槽管理者変更報告書、浄化槽廃止届出書及び浄化槽休止届出書   

       を受理後、指定検査機関に、３月以内に送付するもの

とする。 

 

（立入検査等） 

第 11条 保健所長は、その職員に法に基づく立入検査を行わせた場合、必要

に応じて                  改善事項を指示さ

せ、さらに勧告を行う場合は様式第 12号、施設の改善を命ずる場合

は様式第 13 号を用いるものとする。 

 
（保守点検の記録） 

第 12条 環境省関係浄化槽法施行規則（昭和 59年厚生省令第 17号。以下

「規則」という。）第５条第２項の規定に基づく保守点検の記録は、

浄化槽保守点検票（様式第 14号、15 号）を基準とする。 
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（清掃の記録） 

第 13条 規則第５条第２項の規定に基づく清掃の記録は、浄化槽清掃記録票

（様式第 16 号）を基準とする。 

 
（技術管理者の変更報告） 
第 14 条 法第 10 条の２第２項の規定に基づく技術管理者の変更の報告は、浄

化槽技術管理者変更報告書（様式第 17号）によるものとし、保健所 
長に１部提出するものとする。 

２ 添付書類 

浄化槽技術管理者変更報告書には、技術管理者の資格を証する書面

の写しを添付するものとする。 

 
（浄化槽管理者の変更報告） 

第 15 条 法第 10 条の２第３項の規定に基づく浄化槽管理者の変更の報告は、

浄化槽管理者変更報告書（様式第 18 号）によるものとし、保健所長 
に１部提出するものとする。 

 
（浄化槽廃止等の届出） 

第 16条 法第 11 条の２第１項の規定に基づく浄化槽の使用の休止の届出及び

同条第２項の規定に基づく浄化槽の使用を再開したとき又は使用が再

開されていることを知ったときの届出は、保健所長に１部提出するも

のとする。 

２ 法第 11 条の３の規定に基づく浄化槽の使用の廃止の届出は、保健所

長に１部提出するものとする。 

 
 

 
（清掃の記録） 

第 13条 規則第５条第２項の規定に基づく清掃の記録は、浄化槽清掃記録票

（様式第 16 号）を基準とする。 

 
（技術管理者の変更報告） 
第 14 条 法第 10 条の２第２項の規定に基づく技術管理者の変更の報告は、浄

化槽技術管理者変更報告書（様式第 17号）によるものとし、保健所 
長に１部提出するものとする。 

２ 添付書類 

浄化槽技術管理者変更報告書には、技術管理者の資格を証する書面

の写しを添付するものとする。 

 
（浄化槽管理者の変更報告） 

第 15 条 法第 10 条の２第３項の規定に基づく浄化槽管理者の変更の報告は、

浄化槽管理者変更報告書（様式第 18 号）によるものとし、保健所長 
に１部提出するものとする。 

 
（浄化槽廃止等の届出） 

第 16条 法第 11 条の２第１項の規定に基づく浄化槽の使用の休止の届出及び

同条第２項の規定に基づく浄化槽の使用を再開したとき又は使用が再

開されていることを知ったときの届出は、保健所長に１部提出するも

のとする。 

２ 法第 11 条の３の規定に基づく浄化槽の使用の廃止の届出は、保健所

長に１部提出するものとする。 
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（浄化槽台帳の作成等） 

第 17条 保健所長は、次に掲げる事項を記載した浄化槽  台帳を作成し、

整理、保存の上、毎年 4月末までに前年度末時点の当該台帳の写しを

所轄市町村長あて送付するものとする。 

また、各種届出等を受理した場合には、当該台帳に必要な事項を記

載するものとする。 

⑴ 設置者の氏名及び住所 

⑵ 設置場所 

⑶ 設置届出年月日 

⑷ 浄化槽を設置した建築物の用途 

⑸ 浄化槽の種類 

⑹ 処理対象人員 

⑺ 浄化槽型式名、浄化槽メーカー名、処理方式 

⑻ 放流先 

⑼ 使用開始予定年月日及び使用開始 年月日 

⑽ 浄化槽管理者の氏名及び住所 

⑾ 技術管理者の氏名 

⑿ 法第 7条第 1項及び法第 11 条第１項の水質に関する検査の実施状況 

⒀ 保守点検業の実施状況に関する事項 

⒁ 清掃の実施状況に関する事項 

⒂ 浄化槽工事業者の名称             

⒃ 休止年月日 

⒄ 使用再開予定年月日及び使用再開年月日 

⒅ 使用廃止年月日及び廃止の理由 

２ 保健所長は、第 16条第２項の規定による届出があった場合（同規定に

よる届出が無く浄化槽を廃止した事実が判明した場合を含む。）は、

浄化槽台帳につき、当該浄化槽の廃止の登録を行うものとする。 

（浄化槽台帳の作成等） 

第 17条 保健所長は、次に掲げる事項を記載した浄化槽設置台帳を作成し、

整理、保存の上、毎年 4月末までに前年度分の当該台帳の写しを所轄

市町村長あて送付するものとする。 

また、各種届出等を受理した場合には、当該台帳に必要な事項を記

載するものとする。 

⑴ 設置者の氏名及び住所 

⑵ 設置場所 

⑶ 設置届出年月日 

⑷ 浄化槽を設置した建築物の用途 

⑸ 浄化槽の種類 

⑹ 規模人員 

⑺                  処理方式 

⑻ 放流先 

⑼             使用開始の年月日 

⑽ 浄化槽管理者の氏名     

⑾ 技術管理者の氏名 

                                

⑿ 保守点検業者の名称及び主たる事務所の所在地 

               

⒀ 浄化槽工事業者の名称及び主たる事務所の所在地 

⒁ 休止年月日 

⒂ 休止期間 

                

２ 保健所長は、第 16条第２項の規定による届出があった場合（同規定に

よる届出が無く浄化槽を廃止した事実が判明した場合を含む。）は、

浄化槽台帳につき、当該浄化槽の廃止の登録を行うものとする。 
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（関係者の責務） 

第 18条 浄化槽製造業者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 製造及び販売のルートを常に把握しておくこと。 

⑵ 浄化槽設置者に浄化槽の使用方法及び維持管理の必要性について説

明書等作成し、浄化槽を販売する際添付すること。 

⑶ 浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者に、必要に応じてその工事

方法又は保守点検方法について技術研修を行うこと。 

２ 浄化槽工事業者及び特例浄化槽工事業者は、次の事項を遵守するもの

とする。 

⑴ 浄化槽工事を請け負った場合、当該浄化槽に係る設置手続等につい

て浄化槽設置者に説明する                   

           こと。 

⑵ 浄化槽設置者に、浄化槽の使用方法、維持管理の必要性及び放流先

について説明すること。 

⑶ 浄化槽設置者等に、法第 7条の規定による設置後等の水質検査につ

いて説明するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手

続を行うこと。 

⑷ 規則第５条第１項の規定に基づく最初の保守点検を行うときまで

に、その保守点検を行う者に、当該浄化槽の維持管理上必要な書類を

送付すること。 

３ 浄化槽保守点検業者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽管理者等に、規則第１条の規定に基づく準則について説明す

ること。 

⑵ 浄化槽管理者に、法第７条の規定による設置後等の水質検査及び法

第 11条の規定に基づく定期検査について説明するとともに、法第 11

条の規定に基づく定期検査の手続の委託を受けたときは、速やかに手

 
（関係者の責務） 

第 18条 浄化槽製造業者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 製造及び販売のルートを常に把握しておくこと。 

⑵ 浄化槽設置者に浄化槽の使用方法及び維持管理の必要性について説

明書等作成し、浄化槽を販売する際添付すること。 

⑶ 浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者に、必要に応じてその工事

方法又は保守点検方法について技術研修を行うこと。 

２ 浄化槽工事業者及び特例浄化槽工事業者は、次の事項を遵守するもの

とする。 

⑴ 浄化槽工事を請け負った場合、当該浄化槽に係る設置手続等につい

て浄化槽設置者に説明するとともに、その手続の委託を受けたときに

は、速やかに手続を行うこと。 

⑵ 浄化槽設置者に、浄化槽の使用方法、維持管理の必要性及び放流先

について説明すること。 

⑶          法第 7条の規定による設置後等の水質検査につ

いて説明するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手

続を行うこと。 

⑷ 規則第５条第１項の規定に基づく最初の保守点検を行うときまで

に、その保守点検を行う者に、当該浄化槽の維持管理上必要な書類を

送付すること。 

３ 浄化槽保守点検業者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽管理者等に、規則第１条の規定に基づく準則について説明す

ること。 

⑵         法第７条の規定による設置後等の水質検査及び法

第 11条の規定に基づく定期検査について説明するとともに、その手

続の委託を受けたときは、速やかに手続を行うこと。 



13 
 

続を行うこと。 

⑶ 規則第５条第１項の規定に基づく最初の保守点検を行った場合、浄

化槽管理者に浄化槽使用開始報告書の提出について説明する    

                           こと。 

⑷ 保守点検の委託にあたっては、保健所と連携を密にし、設置届出等

のない浄化槽の発見に協力すること。 

⑸ 浄化槽清掃業者及び指定検査機関と連携をとること。 

４ 浄化槽清掃業者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽管理者又は浄化槽保守点検業者から浄化槽の清掃について通

知があったときは、速やかに清掃を実施すること。 

⑵ 浄化槽管理者に、法第 11条の規定に基づく定期検査について説明

するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手続を行う

こと。 

⑶ 清掃の委託にあたっては、保健所と連携を密にし、設置届出のない

浄化槽の発見に協力すること。 

⑷ 浄化槽 保守点検業者及び指定検査機関と連携をとること。 

５ 浄化槽設置者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽関係法令等に定める事項を認識し、必要な手続を遅滞なく行

うこと。 

⑵ 浄化槽管理者を明確にし、維持管理体制を確立すること。 

６ 浄化槽管理者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽の保守点検又は清掃は、原則として浄化槽保守点検業者又は

浄化槽清掃業者に委託すること。 

⑵ 浄化槽の使用者に、規則第１条の規定に基づく準則について説明す

ること。 

⑶ 法第７条の規定に基づく設置後の水質検査及び法第 11条の規定に

基づく定期検査を受検し、改善等が必要と認められたときには、速や

 

⑶ 規則第５条第１項の規定に基づく最初の保守点検を行った場合、浄

化槽管理者に浄化槽使用開始報告書の提出について説明するととも

に、その手続の委託を受けたときは、速やかに手続を行うこと。 

⑷ 保守点検の委託にあたっては、保健所と連携を密にし、設置届出等

のない浄化槽の発見に協力すること。 

⑸ 浄化槽清掃業者        と連携をとること。 

４ 浄化槽清掃業者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽管理者又は浄化槽保守点検業者から浄化槽の清掃について通

知があったときは、速やかに清掃を実施すること。 

                                

                               

   

⑵ 清掃の委託にあたっては、保健所と連携を密にし、設置届出のない

浄化槽の発見に協力すること。 

⑶ 浄化槽の保守点検業者       と連携を密にすること。 

５ 浄化槽設置者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽関係法令等に定める事項を認識し、必要な手続を遅滞なく行

うこと。 

⑵ 浄化槽管理者を明確にし、維持管理体制を確立すること。 

６ 浄化槽管理者は、次の事項を遵守するものとする。 

⑴ 浄化槽の保守点検又は清掃は、原則として浄化槽保守点検業者又は

浄化槽清掃業者に委託すること。 

⑵ 浄化槽の使用者に、規則第１条の規定に基づく準則について説明す

ること。 

⑶ 法第７条の規定に基づく設置後の水質検査及び法第 11条の規定に

基づく定期検査を受検し、改善等が必要と認められたときには、速や
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かに所要の措置を講じること。 

⑷ 放流水が地表面に湧き出る状況が認められた場合は速やかに必要な

措置を行うこと。 

 

 

様式 

第１号様式（浄化槽設置（変更）計画書） 

[略] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かに所要の措置を講じること。 

⑷ 放流水が地表面に湧き出る状況が認められた場合は速やかに必要な

措置を行うこと。 

 

 

様式 

第１号様式（浄化槽設置（変更）計画書） 

[略] 
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第１－２号様式（公共浄化槽設置（変更）計画に係る協議申出書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（新設） 
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第１－３号様式（公共浄化槽設置（変更）計画） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

第１－４号様式（公共浄化槽設置（変更）計画に係る協議について（回答）） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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第２号様式（浄化槽の設置（変更）について（通知）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式（浄化槽の設置（変更）について（通知）） 
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第３号様式（浄化槽設置届出取り下げ書） 

[略] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式（浄化槽設置届出取り下げ書） 

[略] 
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第３－２号様式（公共浄化槽設置計画取り下げ書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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第４号様式（浄化槽設置届出書の取り下げについて（通知）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号様式（浄化槽設置届出書の取り下げについて（通知）） 
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第５号様式（浄化槽設置の中止について（通知）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号様式（浄化槽設置の中止について（通知）） 
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第６号様式（浄化槽放流水地下浸透等確認票） 

[略] 
 

第７号様式（飲用井戸等確認報告書） 

[略] 
 

第８号様式（浄化槽等の維持管理に関する誓約書） 

[略] 
 

第９号様式（浄化槽の（設置・変更）の計画の改善について（勧告）） 

[略] 
 

第 10 号様式（浄化槽変更（廃止）命令） 

[略] 
 

第 11 号様式（浄化槽使用開始報告書） 

[略] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６号様式（浄化槽放流水地下浸透等確認票） 

[略] 
 

第７号様式（飲用井戸等確認報告書） 

[略] 
 

第８号様式（浄化槽等の維持管理に関する誓約書） 

[略] 
 

第９号様式（浄化槽の（設置・変更）の計画の改善について（勧告）） 

[略] 
 

第 10 号様式（浄化槽変更（廃止）命令） 

[略] 
 

第 11 号様式（浄化槽使用開始報告書） 

[略] 
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第 12 号様式（浄化槽関係立入検査指導票） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 
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第 13－1 号様式（浄化槽維持管理の改善について（勧告）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 号様式（浄化槽維持管理の改善について（勧告）） 
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第 13－2 号様式（浄化槽維持管理の改善について（命令）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 号様式（浄化槽維持管理の改善について（命令）） 
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第 14 号様式（単独処理浄化槽保守点検票） 

[略] 
 

第 15 号様式（合併処理浄化槽保守点検票） 

[略] 

 
第 16 号様式（浄化槽清掃記録票） 

[略] 
 

第 17 号様式（浄化槽技術管理者変更報告書） 
[略] 

 

第 18 号様式（浄化槽管理者変更報告書） 

[略] 
 

 

附 則 

[略] 
第１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別紙 〈公共用水域以外への放流方法〉 

[略] 
 

 

第 14 号様式（単独処理浄化槽保守点検票） 

[略] 
 

第 15 号様式（合併処理浄化槽保守点検票） 

[略] 
 

第 16 号様式（浄化槽清掃記録票） 

[略] 
 

第 17 号様式（浄化槽技術管理者変更報告書） 
[略] 

 
第 18 号様式（浄化槽管理者変更報告書） 

[略] 
 

 

附 則 

[略] 
                          

 

 

別紙 〈公共用水域以外への放流方法〉 

[略] 
 

 

 

 


